
第５回教育委員会会議 

令和７年３月 26 日 

午 後 ３ 時 3 0 分 

本庁舎第 11 共通会議室

案 件 

議案第32号 大阪市奨学条例施行規則の一部を改正する規則案 
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大阪市奨学条例施行規則の一部改正について

１  改正の趣旨及び理由  

(1) 在籍状況の確認方法の変更について

これまで申請者は在籍校に紙の申請書を提出し、在籍校で在籍証明を

添付したうえで、在籍校から教育委員会に申請を行っていたが、申請

方法にオンライン申請を追加するにあたり、全件について申請者から

教育委員会へ直接申請するよう変更した。

これによって、教育委員会が申請者の在籍校へ照会し、情報を取得し、

在籍状況を確認することとする。  

それに伴い、上記の様式を定める。

(2) 生活保護法による保護の基準（昭和 38 年厚生省告示第 158 号）の別表

第７に定める高等学校等就学費等審査に必要な申請者の情報の取得にか

かる同意について  

現在は、募集要項及び取扱要領には、高等学校等就学費等審査に必要

な申請者の情報について、教育委員会が関係行政機関から情報提供を

受ける旨を記載しており、申請者からの申請を以て申請者は教育委員

会が申請者の情報を取得することに同意しているとみなし、関係行政

機関へ奨学生選定に必要な情報の照会を行っている。  

この度生活保護業務を所管する福祉局から、情報の提供にあたり、審

査に必要な情報の取得にかかる申請者の同意について、申請書に明記

するよう要請を受けたため、申請書 (本規則第１号様式 )にその旨を記

載する。  

(3) その他

その他必要な規定を整備する。

２  改正内容  

(1) 本規則第４条第２号を削除し、様式第２号に大阪市奨学費申請者在籍

確認表を挿入する。

また、それに伴う本文及び様式の必要な規定整備を行う。

(2) 第１号様式に、教育委員会が審査に必要と判断した場合、申請者の在

籍状況や生活保護適用の有無、高等学校等就学費の支給状況等を教育委

員会から申請者の在籍校や関係行政機関へ照会を行う旨示し、申請者が
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同意したうえで申請を行う旨追記する。

(3) 第１号様式の口座情報の根拠として添付する資料として「通帳の写し」

のみを求めていたが、通帳レスの口座にも対応するべく、通帳の写し以

外の資料を根拠資料とすることができる旨、文言を改正する。

また、市民税・府民税証明書から、市民税・府民税・森林環境税証明書

への名称変更に伴って、第１号様式の申請書内の文言を改正する。  
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議案第 32号 

大阪市奨学条例施行規則の一部を改正する規則案 

大阪市奨学条例施行規則（平成 22年大阪市教育委員会規則第８号）の一部を次のように

改正する。 

次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付し

た規定（以下「対象規定」という。）の改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象

規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げて

いないものを削る。 

また、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加え、改正前欄に掲げる

規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のよ

うに改める。 

改正後 改正前 

（奨学費の申請等） 

第 4 条 奨学費の支給を受けようとする者

は、大阪市奨学費受給申請書（第 1 号様

式）に次に掲げる書類を添えて、委員会が

定める期日までに、委員会に提出しなけ

ればならない。 

[(1) 略] 

[削る] 

(2)・(3) [略] 

2 委員会は 、前項本文の規定による申請

があった場合において、奨学生選定にあ

たり、必要な申請者の情報を申請者が在

学する高等学校等の校長や関係行政機関

に照会することができる。 

3 申請者が在学する高等学校等の校長は、

前項本文の規定による照会を委員会から

受けた場合において、委員会が定める期

日までに、大阪市奨学費申請者在籍確認

表（第 2号様式）によって申請者の在籍状

（奨学費の申請） 

第 4条 [同左] 

[(1) 同左] 

(2) 在学証明書その他申請者が在学し

ていることを証明する書類

(3)・(4) [同左] 

[新設] 

[新設] 
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況を委員会に提出することとする。 

（奨学生の選定） 

第 5 条 委員会は、前条第 1 項本文の規定

による申請があった場合において、条例

第 5 条の規定により奨学生として選定す

ることを決定したときは、申請者に対し、

奨学生選定通知書(第 3 号様式)を交付す

るものとする。 

2 委員会は、前条第 1項本文の規定による

申請があった場合において、条例第 5 条

の規定により奨学生として選定しないこ

とを決定したときは、その理由を付して、

申請者に対し、奨学生不選定通知書(第 4

号様式)を交付するものとする。 

(奨学費の支給の決定) 

第 6 条 委員会は、条例第 6 条第 1 項本文

の規定により、奨学費を支給することを

決定したときは、奨学生に対し、奨学費支

給決定通知書(第 5 号様式)を交付するも

のとする。 

2 委員会は、条例第 6条第 1項ただし書の

規定により、奨学費を支給しないことを

決定したときは、その理由を付して、奨学

生に対し、奨学費不支給決定通知書(第 6

号様式)を交付するものとする。 

第 7条 [略] 

(支給の請求) 

第 8 条 奨学生は、条例第 6 条第 1 項に規

定する支給の決定額の範囲内において、

奨学費の支給を請求しようとするとき

は、奨学費請求書(第 7 号様式)に前条に

規定する費用を証明する書類を添えて、

委員会が定める当該年度の請求期日まで

に、委員会に提出しなければならない。 

（奨学生の選定） 

第 5 条 委員会は、前条の規定による申請

があった場合において、条例第 5 条の規

定により奨学生として選定することを決

定したときは、申請者に対し、奨学生選定

通知書(第 2 号様式)を交付するものとす

る。 

2 委員会は、前条の規定による申請があっ

た場合において、条例第 5 条の規定によ

り奨学生として選定しないことを決定し

たときは、その理由を付して、申請者に対

し、奨学生不選定通知書(第 3 号様式)を

交付するものとする。 

(奨学費の支給の決定) 

第 6 条 委員会は、条例第 6 条第 1 項本文

の規定により、奨学費を支給することを

決定したときは、奨学生に対し、奨学費支

給決定通知書(第 4 号様式)を交付するも

のとする。 

2 委員会は、条例第 6条第 1項ただし書の

規定により、奨学費を支給しないことを

決定したときは、その理由を付して、奨学

生に対し、奨学費不支給決定通知書(第 5

号様式)を交付するものとする。 

第 7条 [同左] 

(支給の請求) 

第 8 条 奨学生は、条例第 6 条第 1 項に規

定する支給の決定額の範囲内において、

奨学費の支給を請求しようとするとき

は、奨学費請求書(第 6 号様式)に前条に

規定する費用を証明する書類を添えて、

委員会が定める当該年度の請求期日まで

に、委員会に提出しなければならない。 
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(支給額の確定) 

第 9 条 委員会は、前条の規定による請求

があったときは、その内容を審査して支

給すべき奨学費の額を確定し、奨学生に

対し、奨学費支給金額確定通知書(第 8号

様式)を交付するものとする。 

第 10条 [略] 

(異動の届出) 

第 11 条 奨学生又は奨学費の申請を行っ

ている者(以下「奨学生等」という。)は、

次に掲げる場合には、奨学生等変更届(第

9 号様式)に委員会が定める書類を添え

て、委員会に届け出なければならない。 

[(1)～(6) 略] 

(在学状況変更の報告) 

第 12 条 奨学生等の在学する学校の校長

は、奨学生等が退学、転学、停学又は休学

したときは、奨学生等在学状況変更報告

書(第 10 号様式)により、速やかにその事

実を委員会に報告しなければならない。 

(支給の決定の取消し) 

第 13条 委員会は、条例第 7条の規定によ

り奨学費の支給の決定の全部又は一部を

取り消したときは、その理由を付して、奨

学生に対し、奨学費支給決定全部・一部取

消通知書(第11号様式)を交付するものと

する。 

(支給の停止又は減額) 

第 14条 委員会は、条例第 8条の規定によ

り奨学費の支給を停止し、又は奨学費を

減額したときは、その理由を付して、奨学

生に対し、奨学費支給停止・減額通知書

(支給額の確定) 

第 9 条 委員会は、前条の規定による請求

があったときは、その内容を審査して支

給すべき奨学費の額を確定し、奨学生に

対し、奨学費支給金額確定通知書(第 7号

様式)を交付するものとする。 

第 10条 [同左] 

(異動の届出) 

第 11 条 奨学生又は奨学費の申請を行っ

ている者(以下「奨学生等」という。)は、

次に掲げる場合には、奨学生等変更届(第

8 号様式)に委員会が定める書類を添え

て、委員会に届け出なければならない。 

[(1)～(6) 同左] 

(在学状況変更の報告) 

第 12 条 奨学生等の在学する学校の校長

は、奨学生等が退学、転学、停学又は休学

したときは、奨学生等在学状況変更報告

書(第 9 号様式)により、速やかにその事

実を委員会に報告しなければならない。 

(支給の決定の取消し) 

第 13条 委員会は、条例第 7条の規定によ

り奨学費の支給の決定の全部又は一部を

取り消したときは、その理由を付して、奨

学生に対し、奨学費支給決定全部・一部取

消通知書(第10号様式)を交付するものと

する。 

(支給の停止又は減額) 

第 14条 委員会は、条例第 8条の規定によ

り奨学費の支給を停止し、又は奨学費を

減額したときは、その理由を付して、奨学

生に対し、奨学費支給停止・減額通知書
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(第 12 号様式)を交付するものとする。 

第 15条 [略] 

第 1号様式 

 [様式 別紙２ 挿入] 

第 2号様式 

 [様式 別紙３ 挿入] 

第 3号様式～第 12号様式 [略] 

(第 11 号様式)を交付するものとする。 

第 15条 [同左] 

第 1号様式 

 [様式 別紙１ 挿入］ 

[新設] 

第 2号様式～第 11号様式 [同左] 

備考 表中及び表中に挿入される別紙の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標

記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 

 附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

7



[第１号様式 別紙１] 
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[第１号様式 別紙２] 

10



11



［第２号様式 別紙３］ 
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